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組合 Q ＆ A
　

社
長
と
理
事
長
は
と
も
に
組
織
の

ト
ッ
プ
で
す
が
、
実
際
に
は
か
な
り
違

い
が
あ
り
ま
す
。

一　

�

社
長
と
理
事
長
の
違
い
を
生
む
根

本

　

会
社
を
構
成
す
る
の
は
株
主
で
す
。

組
合
を
構
成
す
る
の
は
組
合
員
で
す
。

株
主
は
株
価
と
配
当
に
し
か
興
味
が
あ

り
ま
せ
ん
が
、
組
合
員
は
組
合
事
業
そ

の
も
の
に
興
味
を
持
っ
て
い
ま
す
。

　

こ
の
株
主
と
組
合
員
の
違
い
が
社
長

と
理
事
長
の
違
い
を
生
む
根
本
と
い
う

こ
と
に
な
り
ま
す
。
根
本
的
な
違
い
を

さ
ら
に
際
立
た
せ
て
い
る
の
が
、
中
小

企
業
で
は
社
長
が
オ
ー
ナ
ー
で
あ
る
と

い
う
点
で
す
。

　

組
合
は
一
人
の
出
資
は
二
五
％
ま
で

で
、
理
事
長
が
組
合
の
所
有
者
に
な
る

こ
と
は
有
り
え
ま
せ
ん
が
、
中
小
企
業

で
は
社
長
が
会
社
の
所
有
者
と
い
う
こ

と
は
珍
し
く
あ
り
ま
せ
ん
。

二　

社
長
の
力
の
源

　

中
小
企
業
の
社
長
の
力
の
源
は
オ
ー

ナ
ー
で
あ
る
点
に
あ
り
ま
す
。

　

こ
の
パ
ワ
ー
を
背
景
に
、
社
長
は
役

員
人
事
も
経
営
計
画
も
自
由
に
決
め
る

こ
と
が
で
き
ま
す
。
社
長
の
交
代
も
自

分
の
意
思
で
決
め
、
長
期
に
わ
た
っ
て

社
長
を
務
め
、
会
社
経
営
に
専
念
し
、

会
社
の
仕
事
を
熟
知
し
た
存
在
で
す
。

三　

理
事
長
の
力
の
源

　

組
合
の
場
合
に
も
、
親
会
社
が
協
力

会
社
を
組
織
し
、
親
会
社
の
社
長
が
理

事
長
に
な
る
ケ
ー
ス
の
よ
う
に
、
大
き

な
力
を
持
っ
た
理
事
長
も
ま
れ
に
い
ま

す
。
し
か
し
、
一
般
的
に
は
、
組
合
員

の
支
持
で
選
ば
れ
た
理
事
の
中
か
ら
、

互
選
に
よ
っ
て
理
事
長
が
決
ま
る
と
い

う
の
が
普
通
で
す
。
パ
ワ
ー
の
源
は
、

組
合
員
・
理
事
か
ら
の
支
持
で
す
。

四　

実
務
上
の
相
違
点

　

以
上
の
よ
う
な
違
い
か
ら
生
ず
る
実

務
上
の
相
違
点
は
、
経
営
計
画
と
役
員

人
事
に
あ
ら
わ
れ
ま
す
。

　

社
長
は
、
経
営
計
画
を
自
分
で
立
案

し
、
実
行
し
、
失
敗
の
責
任
も
社
長
が

負
い
ま
す
。

　

理
事
長
は
事
業
計
画
・
収
支
予
算
を

理
事
と
事
務
局
の
協
力
を
得
て
立
案

し
、
総
会
で
組
合
員
の
承
認
を
も
ら
い

ま
す
。
組
合
員
は
事
業
の
利
用
者
と
し

て
組
合
経
営
に
直
接
タ
ッ
チ
で
き
る
わ

け
で
す
。
そ
の
計
画
の
範
囲
内
で
業
務

執
行
す
る
の
が
理
事
長
の
役
目
で
す
。

　

役
員
人
事
に
つ
い
て
も
相
違
し
て
い

ま
す
。
副
理
事
長
な
ど
の
役
付
理
事
は

理
事
会
の
互
選
で
す
。
会
社
も
同
じ
で

す
が
、
実
態
は
社
長
の
指
名
を
取
締
役

会
で
承
認
す
る
だ
け
で
す
。
組
合
で
は
、

理
事
長
が
指
名
し
て
も
そ
の
ま
ま
承
認

さ
れ
る
か
は
疑
問
で
す
。

　

社
長
も
理
事
長
も
、
会
社
・
組
合
の

業
務
に
関
す
る
一
切
の
権
限
を
有
す
る

存
在
で
す
が
、
そ
の
権
限
の
実
態
に
は

大
き
な
違
い
が
あ
る
よ
う
に
感
じ
ま
す
。

組
合
は
民
主
的
な
運
営
が
確
保
さ
れ
た

法
人
と
い
え
ま
す
。

★ 

組
合
の
経
営
計
画
は
、
総
会
の
承
認

事
項

組
合
Ｑ
＆
Ａ

社
長
と
理
事
長
の
違
い
は
何
か

ポ
イ
ン
ト

Ｑ 

．
加
入
・
脱
退
、
出
資
・
持
分
に
関
す
る
正
誤

問
題
で
す
。

【
第
１
問
】
加
入
申
込
が
あ
っ
た
場
合
、
組
合
が

そ
れ
を
承
諾
す
る
か
し
な
い
か
は
、
組
合
の
自
由

な
判
断
に
よ
る
。

【
第
２
問
】
脱
退
し
た
組
合
員
は
、
そ
の
持
分
の

全
額
の
払
戻
請
求
権
を
取
得
す
る
。

【
第
３
問
】
事
業
協
同
組
合
の
１
組
合
員
の
出
資

口
数
は
、
出
資
総
口
数
の
100
分
の
20
を
超
え
て
は

な
ら
な
い
。

【
第
４
問
】
脱
退
し
た
組
合
員
の
持
分
は
、
脱
退

し
た
事
業
年
度
末
の
組
合
財
産
に
よ
っ
て
決
ま
る
。

【
第
５
問
】
組
合
員
は
、組
合
の
資
本
充
実
の
観
点

か
ら
、
組
合
を
脱
退
す
る
と
き
以
外
、
い
か
な
る

場
合
も
出
資
口
数
の
減
少
を
請
求
す
る
こ
と
が
で

き
な
い
。

【
第
６
問
】
組
合
員
は
、
組
合
の
承
諾
な
く
、
そ

の
持
分
を
他
人
に
譲
渡
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
。

《
解
答
》

【
第
１
問
】
×
（
新
規
加
入
者
の
承
諾
は
、
組
合
が
自
由
に

行
え
る
わ
け
で
は
な
い
。拒
否
す
る
場
合
に
は
「
正
当
な
理

由
」
が
必
要
に
な
る
。
正
当
な
理
由
と
し
て
は
、
組
合
の

共
同
施
設
の
稼
働
状
況
が
い
っ
ぱ
い
で
、新
規
加
入
者
を
許

さ
な
い
状
況
に
あ
る
場
合
な
ど
が
考
え
ら
れ
る
。）【
第
２

問
】
×
（
脱
退
し
た
組
合
員
は
、
持
分
の
払
戻
請
求
権
を

取
得
す
る
が
、法
文
に「
持
分
の
全
部
又
は
一
部
の
払
戻
を

請
求
す
る
こ
と
が
で
き
る
」と
あ
る
の
で
、定
款
で
一
部
の

払
戻
の
規
定
を
置
く
こ
と
が
で
き
る
。し
た
が
っ
て
、持
分

の
全
額
で
は
な
く
、出
資
額
を
限
度
と
す
る
な
ど
持
分
の
一

部
の
払
戻
請
求
権
に
な
る
こ
と
も
あ
る
。）【
第
３
問
】×（
一

般
の
組
合
に
あ
っ
て
は
、
１
組
合
員
の
出
資
は
100
分
の
25

ま
で
に
制
限
さ
れ
て
い
て
、
20
％
で
は
な
い
。
最
高
持
ち

口
数
の
特
別
な
ケ
ー
ス
と
し
て
、
組
合
員
の
脱
退
・
合
併

な
ど
の
場
合
、
総
会
で
特
別
議
決
で
最
高
持
ち
口
数
の
限

度
を
35
％
ま
で
引
き
上
げ
る
こ
と
が
認
め
ら
れ
て
い
る
。

ま
た
、
組
合
員
数
が
３
人
以
下
の
組
合
で
は
、
こ
の
規
定

そ
の
も
の
が
適
用
さ
れ
な
い
。）【
第
４
問
】
○
【
第
５
問
】

×
（
組
合
員
は
、
次
の
場
合
、
定
款
で
定
め
る
と
こ
ろ
に

よ
り
事
業
年
度
の
終
わ
り
に
お
い
て
、
出
資
口
数
を
減
少

す
る
こ
と
が
で
き
る
。
①
事
業
を
休
止
し
た
と
き
②
事
業

の
一
部
を
廃
止
し
た
と
き
③
そ
の
他
や
む
を
得
な
い
事
由

が
あ
る
と
き
③
の
「
や
む
を
得
な
い
事
由
」
に
つ
い
て
は
、

理
事
会
で
判
断
す
る
こ
と
に
な
る
。）【
第
６
問
】
○

組
合
士
検
定
に
チ
ャ
レ
ン
ジ
‼

初
め
て
理
事
長
に
選
ば
れ
た
。
社
長

と
理
事
長
の
違
い
が
わ
か
ら
な
い

中
小
企
業
組
合
理
事
の
た
め
の
Ｑ
＆
Ａ

「
清
水
透
著
・
２
０
１
０
年
５
月
25
日
（
新
訂
）

第
１
版
第
１
刷
発
行
」
よ
り
転
載
。

⃝
�

⃝

◎�

ご
購
入
の
お
申
込
み
等
、
図
書
に
つ
い
て

の
詳
細
は
全
国
中
小
企
業
団
体
中
央
会
の

ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
を
ご
参
照
下
さ
い
。（
ト
ッ

プ
ペ
ー
ジ
▽
中
央
会
の
出
版
刊
行
物
）


